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■目的及び概要                                       

目的：地域における消防及び防災施設等の充実強化を図るため。 

概要：地区等が整備する施設及び設備の設置等に関して、予算の範囲内で補助金を交付するもの。 

 

■対象者                                          

自治組織等（宇土市行政区及び行政区長の設置に関する規則（令和 2年規則第 2号）第 2条第 2号に

規定する自治組織及び公共的団体） 

 

■対象事業等                                        

(1) 消防水利の基準（昭和 39年消防庁告示第 7号）第 3条に満たない消防水利の新設又は改修 

(2) 前号に規定する以外の施設の新設及び改修 

(3) 設備の整備 

(4) その他市長が必要と認める事業 

 

■財政支援措置                                         

補助金の額は、補助対象経費の 2分の 1以内とし、次の各号に掲げる限度額の範囲内とする。 

ただし、算定した補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

補助対象事業 補助率 限度額 

消防水利の基準（昭和 39年消防庁告示第 7号）第 3条

に満たない消防水利の新設又は改修 
対象経費の１/２以内 １５万円 

前号に規定する以外の施設の新設及び改修 対象経費の１/２以内 ５０万円 

設備の整備 対象経費の１/２以内 １５万円 

その他市長が必要と認める事業 対象経費の１/２以内 １５万円 

 

■申請時期                                         

 随時受付。ただし、補助申請しようとする事業を開始する前に補助金交付申請を行い、交付決定後に事

業を開始すること。 

 

■根拠法令等                                        

 宇土市消防防災施設等整備費補助金交付要綱 

 

■その他                                          

 補助申請を行う事業は、当該年度内に完了する事業とする。また、補助により整備する施設及び設備に

ついては適切な管理を行わなければならない。 

  

１．宇土市消防防災施設等整備費補助金                   

担当課：危機管理課 危機管理係     

 


